
（平成２３年４月２７日）

指 名 停 止 措 置 の 概 要

１ 指名停止措置業者名及び所在地 別紙のとおり

２ 指名停止措置期間

・ 平成２３年４月２７日 ～ 平成２４年４月２６日 （１２ヵ月）……… ３４社
・ 平成２３年４月２７日 ～ 平成２４年７月２６日 （１５ヵ月）……… ２社

＊ 業者ごとの指名停止措置期間は別紙のとおり。

３ 事実概要

別紙記載の３６社は、山梨県発注の土木一式工事に関し、独占禁止法第３条の規定
に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から平成２３年４月１５日に違
反事業者と認定され、排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

４ 指名停止措置理由

公正取引委員会から、独占禁止法第３条の規定に違反するものとして、違反事業者
と認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

このことは、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」（Ｈ２３．４．
１施行）別表第２第１１号に該当。

【指名停止等措置要領別表 第２】（Ｈ２３．４．１施行 ）

措 置 要 件 期 間

（独占禁止法違反行為）
11 県又は県以外の公共機関が県内を地域として発注 当該認定をした日から

する工事等に関し、独占禁止法第３条又は第８条第
１項第１号に違反し工事の契約の相手方として不適 １２ヵ月以上２４ヵ月以内
当であると認められるとき。（１５号に掲げる場合
を除く。）

＊ 天川工業(株)、風間建設(株)については、措置要領第３第２項第１号に該当するた
め、指名停止の短期期間を加重する。

５ 指名停止措置の通知及び山梨県建設業協会への指導徹底要請

○ 指名停止通知書の交付
日時 平成２３年４月２７日（水） １３時３０分から
場所 県庁北別館５階 ５０７会議室

○ 協会への指導徹底要請
日時 平成２３年４月２７日（水） １５時００分から
場所 県土整備部長室

＊問い合わせ先：山梨県県土整備部技術管理課技術評価担当
甲府市丸の内１－６－１
直通電話：０５５（２２３）１６８１



（ 別 紙 １／２ ）

業 者 名 本店の所在地 代表者名 指名停止期間

植野興業(株) 甲州市塩山上於曽１８９６ 植野 正人 １２ヵ月

昭和建設(株) 甲州市塩山熊野８０－１ 浅野 正一 １２ヵ月

(株)高野建設 甲州市勝沼町勝沼２８９３ 高野 敬司 １２ヵ月

天川工業(株) 甲州市塩山上於曽１２６９ 天川 住夫 １５ヵ月

岩波建設(株) 甲州市塩山上粟生野１０７６ 岩波 太生 １２ヵ月

(株)廣川工業所 甲州市塩山上萩原１４２ 廣川 哲也 １２ヵ月

(株)内田組 山梨市東４０７ 内田 光司 １２ヵ月

峡東建設(株) 甲州市塩山熊野１４３ 岩波 廣志 １２ヵ月

(株)タナベエンジニアリング 甲州市塩山竹森２８２１ 雨宮 利明 １２ヵ月

(株)甲斐建設 山梨市牧丘町窪平１９ 渡辺 博仁 １２ヵ月

(株)天川組 甲州市塩山千野５５９ 天川 貴 １２ヵ月

甲信建設(株) 甲州市勝沼町菱山１０６３ 三森 一 １２ヵ月

野澤工業(株) 甲州市勝沼町小佐手２３６－３ 野澤 孝之 １２ヵ月

三森建設(株) 甲州市勝沼町菱山３６８７ 齊藤 潤一 １２ヵ月

(株)大和工務店 甲州市塩山赤尾４５１－１ 神戸 和男 １２ヵ月

山梨建設(株) 山梨市上神内川１１２６－１ 辻 真由美 １２ヵ月

(株)飯島工事 甲州市塩山藤木１７７５ 飯島 明生 １２ヵ月

(株)広瀬土木 山梨市三富下荻原３８７ 廣瀬 一哉 １２ヵ月

(株)藤プラント建設 山梨市三ヶ所３０９－１ 藤原 堅次 １２ヵ月

(株)佐藤建設工業 山梨市小原西１２７４ 佐藤 正明 １２ヵ月

(有)山梨技建 山梨市下井尻４８０ 芳賀 恒雄 １２ヵ月

奥山建設(株) 山梨市万力１１４７ 奥山 弘昌 １２ヵ月

(株)飯塚工業 笛吹市御坂町井之上１５１１ 飯塚 三郎 １２ヵ月

(株)中村工務店 笛吹市境川町藤垈８８０－１ 中村 庄吾 １２ヵ月

風間興業(株) 笛吹市八代町北１０４７－１ 風間 隆 １２ヵ月

友愛工業(株) 笛吹市石和町八田３２０ 天川 克夫 １２ヵ月



（ 別 紙 ２／２ ）

業 者 名 本店の所在地 代表者名 指名停止期間

矢崎興業(株) 笛吹市八代町北１９９１ 矢崎 勝教 １２ヵ月

(株)筒井建設 笛吹市石和町河内６５－１ 筒井 憲也 １２ヵ月

風間建設(株) 笛吹市石和町市部５２２ 風間 純哉 １５ヵ月

(株)栗田工業 笛吹市石和町小石和１８４２－１ 武川 正一 １２ヵ月

(株)芦沢組土木 笛吹市石和町井戸１１１ー１ 芦澤 幸男 １２ヵ月

(株)八木沢興業 南巨摩郡身延町上八木沢９８ 佐野 小太郎 １２ヵ月

小泉建設(株) 甲府市上曽根町６４６－１ 小泉 茂 １２ヵ月

長田建設(株) 甲府市下向山町１６６７ 長田 仁 １２ヵ月

(株)地場工務店 笛吹市御坂町金川原８５０－１ 地場 亜紀子 １２ヵ月

中楯建設(株) 中央市大鳥居２７６０ 中楯 勇人 １２ヵ月



独占禁止法違反行為に伴う指名停止措置等の概要

◎ 指名停止（自発注工事に係わる措置）

指 名 停 止 時 期 指 名 停 止 期 間

山 梨 県
・ 排 除 措 置 命 令 発 出 時
・課徴金納付命令発出時

１２ヶ月～２４ヶ月

中央公契 連モ デル
・ 排 除 措 置 命 令 発 出 時
・課徴金納付命令発出時

３ヶ月～１２ヶ月

注) ・中央公契連とは、「中央公共工事契約制度運用連絡協議会」

・国や都道府県の指名停止等措置要領は、公契連モデルに基づき策定

・山梨県の指名停止期間は、「全国知事会の指針（H18.12.18）」に基づく

　（入札談合に係る違法・不正行為を行った場合は、少なくとも１２月以上）

全国の状況

指 名 停 止 時 期 指 名 停 止 期 間

１０都県 　３ヶ月～

　５県 　６ヶ月～

　２道県 　９ヶ月～

２２県（山梨県を含む） １２ヶ月～

　７府県 １８ヶ月～

　１府 ２４ヶ月

今回の措置命令に対する国土交通省の指名停止は、４月２５日から２ヶ月　　　　

＊国の要領　　「所属以外の発注工事に係わる場合　２ヶ月～９ヶ月」

◎ 公正入札違約金

請 求 時 期 契約額に対する割合

山 梨 県

・排除措置命令又は課徴金
　納付命令の確定
・審判請求の審決確定
・審決取消訴訟の判決確定

２０％

注) ・違約金の割合は、「全国知事会の指針（H18.12.18）」基づく

　（違約金特約の額を契約額の２０％以上）

全国の状況

請 求 時 期 契約額に対する割合

　８都県 １０％

　２県 １５％

３６道府県（山梨県を含む） ２０％

　１県 ３０％

・ 排 除 措 置 命 令 発 出 時

・課徴金納付命令発出時

・排除措置命令又は課徴金
　納付命令の確定
・審判請求の審決確定
・審決取消訴訟の判決確定



公正取引委員会による排除措置命令等に関連した嘆願・要請

◎ 各種団体

山梨県中小企業団体中央会

山梨県商工会議所連合会

山梨県商工会連合会

山梨県農業協同組合中央会

日本労働組合総連合会山梨県連合会（連合山梨）

社団法人山梨県建設業団体連合会

社団法人山梨県建設業協会

社団法人山梨県土地改良協会

社団法人山梨県治山林道協会建設部会

◎ 県民等

県民並びに従業員等の署名　　８０，６３０人
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